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一�
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二

年

三

月

三

日

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

二

事
業
の
種
類

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会(

仮
称)

西
濃
厚
生
病
院
施
設
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
道
下
及
び
字
流
レ
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会(

仮
称)

西
濃
厚
生
病
院
施
設
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事

業｣
と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る

た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
は
、
岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会(

以
下｢

連
合
会｣

と
い
う
。)

が
設
置

す
る
揖
斐
厚
生
病
院
及
び
西
美
濃
厚
生
病
院(

以
下｢

従
前
施
設｣

と
い
う
。)

の
病
床
機
能
を
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再
編
し
、
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
道
下
及
び
字
流
レ
地
内
に
、(

仮
称)

西
濃
厚
生
病
院
の

新
設(

移
転
整
備)

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
医
療
法(

昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

に
よ
る
公
的
医
療
機
関
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
連
合
会
は
、
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
の

開
設
者
で
あ
り
、｢
長
期
施
設
整
備
事
業
に
伴
う
総
合
基
本
計
画｣

を
策
定
し
、
そ
の
経
営
意
思

決
定
機
関
で
あ
る
役
員
会
に
お
い
て
、
本
件
事
業
の
計
画
及
び
整
備
が
完
了
す
る
令
和
五
年
度
ま

で
の
予
算
措
置
を
確
約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

従
前
施
設
は
、
西
濃
圏
域
の
医
療
体
制
を
担
う
病
院
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
前
施
設
の
周
辺
人
口
の
減
少
及
び
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

病
床
稼
働
率
が
低
下
し
、
健
全
な
病
院
経
営
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
前
施
設
は
、

建
築
後
約
五
十
年
が
経
過
し
て
お
り
、
老
朽
化
が
著
し
く
、
建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
一
号)

に
基
づ
く
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
、
大
規
模
地
震
の
際
に
は
、

病
院
機
能
を
維
持
で
き
な
い
危
険
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
過
去
の
医
療
需
要
の
拡
大
に
対
応
す

る
た
め
、
限
ら
れ
た
敷
地
内
で
幾
度
と
な
く
増
改
築
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
医
療
機
能
が
複
数

の
建
物
に
分
散
し
、
狭
あ
い
か
つ
複
雑
で
非
効
率
な
配
置
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
の
新
た
な
機

能
や
医
療
機
器
の
導
入
に
限
界
が
生
じ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
大
規
模
災
害
時
に
も
対
応
で
き
る(

仮
称)

西
濃
厚
生
病
院
を

新
設
す
る
こ
と
で
、
診
療
機
能
と
災
害
医
療
体
制
が
確
保
さ
れ
る
。
ま
た
、
狭
あ
い
か
つ
複
雑

で
非
効
率
な
配
置
が
解
消
さ
れ
、
医
療
提
供
環
境
が
改
善
し
、
医
療
レ
ベ
ル
や
利
用
者
向
け
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
従
前
施
設
の
再
編
に
よ
り
必
要
な
機
能
を
確
保
し
、
地

域
に
安
定
的
な
医
療
の
提
供
が
可
能
と
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
岐
阜
県
環
境
影
響

評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

に
定
め
る
対
象
事
業
で
は
な
い
が
、
岐
阜
県
自

然
環
境
保
全
条
例(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

に
基
づ
き
、
岐
阜
県
知
事
と
自

然
環
境
保
全
協
定
を
締
結
し
、
自
然
環
境
保
全
の
た
め
の
対
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
起

業
者
が
保
全
す
べ
き
貴
重
な
動
植
物
種
に
つ
い
て
任
意
に
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
内

に
は
、
岐
阜
県
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
生
物(

動
物
編)

改
訂
版

岐
阜
県
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ブ
ッ
ク(

動
物
編)

改
訂
版
に
お
い
て
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
に
類
さ
れ
る
ナ
ゴ
ヤ
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル

が
確
認
さ
れ
た
が
、
近
隣
の
類
似
環
境
へ
の
移
動
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
自
然
環
境
へ
の
影
響

は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
起
業
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
存
在
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
の
利
便
性
、
近
隣
の
他
病
院
と
の
速
や
か
な
連
携
が

取
れ
る
位
置
で
あ
る
こ
と
、
療
養
環
境
に
適
し
た
自
然
環
境
及
び
景
観
を
有
し
て
い
る
こ
と
等

の
条
件
を
考
慮
し
て
選
定
し
た
三
案
を
比
較
検
討
し
、
技
術
的
、
経
済
的
及
び
社
会
的
な
面
か

ら
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
最
も
優
れ
た
案
を
選
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

四�
総
合
的
判
断

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従
前
施
設
は
、
老
朽
化
、
狭
あ
い
化
等
が
著
し
く
、
大
規
模
災
害

の
際
に
は
、
病
院
機
能
が
維
持
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
お
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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三�
総
合
的
判
断

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

大
野
町
役
場
産
業
建
設
部
建
設
課

( ) 令和２年３月３日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年３月３日 ( )４

令
和
二
年
三
月
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


